
（平成２５年７月１０日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 28 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 27 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 16 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 9 件



 

関東東京国民年金 事案 13749 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 40年３月まで 

私は、記憶は定かでないが、昭和 38年頃国民年金に加入し、42年４月

に結婚するまで毎月集金人に国民年金保険料を納付して国民年金手帳に印

を押してもらっていた記憶がある。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 39 年４月から 40 年３月までの期間については、申立

人は、42 年４月に婚姻するまで毎月集金人に国民年金保険料を納付して国民

年金手帳に印を押してもらっていた記憶があるとしているところ、申立期間

直後の 40 年４月から婚姻前月の 42 年３月までの保険料は全て納付済みであ

る上、申立人の国民年金手帳記号番号は当該記号番号前後の記号番号に係る

強制加入被保険者の資格取得日及び国民年金手帳記号番号払出簿の記載内容

により、39 年９月から 40 年３月までの期間中に払い出されたと推認できる

ため、39年度の保険料は現年度納付することが可能である。 

 一方、申立期間のうち昭和 38 年４月から 39 年３月までの期間については、

上記払出時期からみて当該期間の保険料は過年度保険料であり、過年度保険

料を納付する場合は納付書を使用することとなるため、申立人の説明する納

付方法では当該期間の保険料を納付することができない上、申立人に対して

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

そのほか、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)は無く、当該期間の保険料を納付していたことをう



かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24408 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ会における資格喪失日に係る記録を平成 18 年

１月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 62万円とすることが必要である。 

  また、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を113万9,000円

とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年12月29日から18年１月１日まで 

② 平成 17年12月15日 

  Ａ会に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。同

会の給与支給明細書及び平成 17 年 12 月 31 日付けの退職辞令を提出するので、当該

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  また、Ａ会に勤務していた期間のうち、申立期間②の厚生年金保険の標準賞与額に

係る記録が年金の給付に反映されていない。平成17年12月分の賞与明細書を提出す

るので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録及び申立人から提出された辞令により、申

立人は、平成 17年12月31日までＡ会に勤務していたことが確認できる。 

また、申立人から提出された、申立人のＡ会における資格取得月である昭和 57 年 11

月分の給料支払明細書において厚生年金保険料が控除されていることから、同会は当該

期間当時、当月控除であったことが確認できるところ、申立人の同会における資格喪失

月である平成 17年12月分の給与支給明細書において１か月分の厚生年金保険料が控除

されていることが確認できる。 

一方、Ａ会は、「昭和 57 年当時は当月控除を採用していたが、当月だと預り金が生

  



じてしまうので、62 年から 63 年頃に預り金を返金した上で、翌月控除に変更した。申

立人が退職した平成 17 年 12 月分の給与支給明細書における保険料控除は前月分（11

月分）のものであり、２か月分控除する必要があったが、１か月分のみしか控除してい

なかったと思われる。」と回答しているものの、「返金した受領書等は残っていな

い。」と供述している。 

また、オンライン記録により、昭和 62年及び63年にＡ会において被保険者記録が確

認できる７人に照会したところ、回答があった３人は、いずれも控除方法が変更された

記憶も返金された記憶も無い旨回答している。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

 また、当該期間の標準報酬月額については、上記給与支給明細書において確認できる

保険料控除額から、62万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 

申立期間②について、オンライン記録及び申立人から提出された平成17年12月分の

賞与明細書により、申立人は、当該期間にＡ会から賞与の支払を受け、当該賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる保険料

控除額及び賞与額から、113万9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、申立てに係る賞与額の届出を行ったものの、その後、申立人の

Ａ会における資格喪失日を平成 17 年 12 月 29 日とする届出を行っていることが確認で

き、資格喪失月における標準賞与額に係る記録は年金額の計算の基礎とならないことか

ら、社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24409 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を、平成 18年６月 15日は６万 8,000円、同年 12月 15日は 25万 3,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和60年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年６月15日 

② 平成 18年12月15日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。賞与明細書は無いが、申立期間において賞与を確かに受け取ったので、標準賞与

額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の取引銀行における申立期間に係る取引推移一覧表及び銀行通帳の明細により、

申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記取引推移一覧表等において推認できる

保険料控除額及び賞与額から、平成 18年６月15日は６万8,000円、同年12月15日は

25万3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に解散しており、元代表取締役及び破産管財人は確認できる資料は無い旨回答して

いるが、申立期間当時、同社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間

における夏、冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には当該賞与に係る届出をしておらず、当該賞与から控除した厚生年金保険料も納付し

ていなかった。」と供述していることから、社会保険事務所は、当該標準賞与額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24410 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 15 年８月４日から 16 年４月１日までの期間及び

19 年８月１日から同年９月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、15 年８月から 16 年３月までは 24 万円、19 年

８月は36万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年８月４日から22年６月１日まで 

 Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 15 年８月から 16 年３月まで及び 19 年８月の標

準報酬月額については、申立人から提出された給与明細票において確認できる保険料控

除額から、15年８月から 16年３月までは24万円、19年８月は36万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の

  



標準報酬月額が長期間にわたり一致しておらず、また、複数の同僚から提出された給与

明細票において確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額とオンライ

ン記録の標準報酬月額も長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与

明細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 16 年４月から 19 年７月まで及び同年９月から 22 年５

月までについて、上記給与明細票において確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合

う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は低いことが確認できるこ

とから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

  



関東東京厚生年金 事案24411 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 13 年８月１日から同年 10 月１日までの期間、14

年10月１日から 15年３月１日までの期間、同年４月１日から16年11月１日までの期

間、19 年８月１日から同年９月１日までの期間、20 年８月１日から同年９月１日まで

の期間及び22年８月１日から同年 11月１日までの期間について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、13 年８月及び同年９月は 28 万円、

14年 10月から 15年２月まで及び同年４月から同年８月までは 22万円、同年９月から

16 年 10 月までは 24 万円、19 年８月は 32 万円、20 年８月及び 22 年８月から同年 10

月までは34万円に訂正することが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  また、申立期間のうち、平成 22 年 11 月１日から 23 年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる 22年４月から同年６月までは標準報酬月額38万円に

相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立

人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 38万円に訂正することが必要である。 

 

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年１月１日から23年９月１日まで 

 Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

  



に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 13 年１月１日から 22 年 11 月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年 11月１日から 23年９月１日までの期間については、本件申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を

適用する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

  したがって、申立期間のうち、平成 13年８月、同年９月、14年 10月から 15年２

月まで、同年４月から 16年10月まで、19年８月、20年８月及び22年８月から同年

10 月までの標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細票において確

認できる保険料控除額から、13年８月及び同年９月は28万円、14年10月から15年

２月まで及び同年４月から同年８月までは 22 万円、同年９月から 16 年 10 月までは

24万円、19年８月は 32万円、20年８月及び 22年８月から同年 10月までは 34万円

とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与明

細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  一方、申立期間のうち、平成 13 年１月から同年７月まで、同年 10 月から 14 年９

月まで、15年３月、16年11月から19年７月まで、同年９月から20年７月まで及び

同年９月から 22 年７月までについて、上記給与明細票において確認できる保険料控

除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又

は低いことが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 22 年 11 月から 23 年８月までの標準報酬月額については、

オンライン記録によると、32 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票によ

ると、標準報酬月額の決定の基礎となる 22 年４月から同年６月までは標準報酬月額

38 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認でき

る。 

  したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 38 万円に訂正することが必要

である。 

  

  

  

  

  

  



関東東京厚生年金 事案24412 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 10 年５月１日から 13 年 10 月１日までの期間、14

年５月１日から 16 年 11 月１日までの期間、19 年８月１日から同年９月１日までの期

間及び22年７月１日から同年 11月１日までの期間について、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、10 年５月から 11 年９月までは 30 万

円、同年 10月から 12年１月までは 44万円、同年２月は 32万円、同年３月は 44万円、

同年４月は 41 万円、同年５月から同年８月までは 44 万円、同年９月は 41 万円、同年

10月は38万円、同年 11月は44万円、同年12月は38万円、13年１月及び同年２月は

44 万円、同年３月は 38 万円、同年４月から同年９月までは 44 万円、14 年５月から同

年９月までは 22万円、同年 10月から 15年２月までは 24万円、同年３月は 19万円、

同年４月から同年８月までは 24 万円、同年９月から 16 年 10 月までは 26 万円、19 年

８月は38万円、22年７月から同年 10月までは36万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 また、申立期間のうち、平成 22 年 11 月１日から 23 年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる 22年４月から同年６月までは標準報酬月額38万円に

相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立

人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 38万円に訂正することが必要である。 

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年５月１日から23年９月１日まで 

 Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

  



法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 10 年５月１日から 22 年 11 月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年 11月１日から 23年９月１日までの期間については、本件申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を

適用する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間のうち、平成 10 年５月、同年７月から 13 年９月まで、14

年５月から 16 年 10 月まで、19 年８月及び 22 年７月から同年 10 月までの標準報酬

月額については、申立人から提出された給与明細票において確認できる報酬月額又は

保険料控除額から、10年５月及び同年７月から 11年９月までは 30万円、同年 10月

から12年１月までは 44万円、同年２月は32万円、同年３月は44万円、同年４月は

41万円、同年５月から同年８月までは 44万円、同年９月は41万円、同年10月は38

万円、同年 11月は 44万円、同年 12月は 38万円、13年１月及び同年２月は 44万円、

同年３月は 38 万円、同年４月から同年９月までは 44 万円、14 年５月から同年９月

までは 22万円、同年 10月から 15年２月までは 24万円、同年３月は 19万円、同年

４月から同年８月までは 24 万円、同年９月から 16 年 10 月までは 26 万円、19 年８

月は38万円、22年７月から同年 10月までは36万円とすることが妥当である。 

   また、申立期間のうち、平成 10 年６月について、申立人は、当該期間に係る給与

明細票を保有していないが、上記給与明細票において確認できる当該期間の前後の期

間における保険料控除額が一定であることから判断して、当該期間の前後の期間と同

額の保険料が控除されていたと認められる。 

   したがって、当該期間の標準報酬月額については、30 万円とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、

当該給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保

 

 

 

 

  



険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

  一方、申立期間のうち、平成 13年 10月から 14年４月まで、16年 11月から 19年

７月まで及び同年９月から 22 年６月までについて、上記給与明細票において確認で

きる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬

月額と一致又は低いことが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当

たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 22 年 11 月から 23 年８月までの標準報酬月額については、

オンライン記録によると、34 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票によ

ると、標準報酬月額の決定の基礎となる 22 年４月から同年６月までは標準報酬月額

38 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認でき

る。 

  したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 38 万円に訂正することが必要

である。 

  

  

  

  



関東東京厚生年金 事案24413 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 15 年５月 27 日から 16 年８月１日までの期間、同

年９月１日から同年 11月１日までの期間及び19年８月１日から同年９月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、

15年５月から 16年７月まで、同年９月及び同年 10月は 28万円、19年８月は 44万円

に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年５月27日から23年９月１日まで 

  Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 15年５月27日から22年11月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年 11月１日から 23年９月１日までの期間については、本件申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を

  



適用する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間のうち、平成 15年５月から16年７月まで、同年９月、同年

10 月及び 19 年８月の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細票に

おいて確認できる保険料控除額から、15 年５月から 16 年７月まで、同年９月及び同

年10月は28万円、19年８月は 44万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与明

細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。

   一方、申立期間のうち、平成 16 年８月、同年 11 月から 19 年７月まで及び同年９

月から22年10月までについて、上記給与明細票において確認できる保険料控除額又

は報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は低い

ことが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

 ３ 申立期間のうち、平成 22 年 11 月から 23 年８月までの期間について、上記給与明

細票によると、当該期間の標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 22 年４月から

23 年７月までの期間において、申立人は、その主張する報酬月額が事業主により支

払われていないことから、標準報酬月額に係る記録の訂正を行う必要は認められない。

 

 

 

 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案24414 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 13 年１月１日から同年 10 月１日までの期間、14

年５月１日から 16 年 11 月１日までの期間及び 19 年８月１日から同年９月１日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、

13年１月から同年９月までは 34万円、14年５月から15年２月までは26万円、同年３

月は 20万円、同年４月から 16年 10月までは 26万円、19年８月は 62万円に訂正する

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年１月１日から22年１月１日まで 

  Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 13 年１月から同年９月まで、14 年５月から 16

年10月まで及び 19年８月の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細

票において確認できる保険料控除額から、13年１月から同年９月までは34万円、14年

５月から 15年２月までは 26万円、同年３月は 20万円、同年４月から 16年 10月まで

  



は26万円、19年８月は62万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の

標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与明細票に

おいて確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保

険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 13年 10月から 14年４月まで、16年 11月から 19年７

月まで及び同年９月から 21年12月までについて、上記給与明細票において確認できる

保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致すること

が確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは

行わない。 

  



関東東京厚生年金 事案24415 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 12 年８月１日から 13 年 10 月１日までの期間、14

年５月１日から同年 11 月１日までの期間、15 年９月１日から 16 年１月１日までの期

間及び同年２月１日から 19 年９月１日までの期間について、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、12年８月は36万円、同年９月から13

年１月までは 38万円、同年２月及び同年３月は36万円、同年４月から同年８月までは

38 万円、同年９月は 32 万円、14 年５月から同年 10 月までは 28 万円、15 年９月から

同年 12月まで及び 16年２月から 19年７月までは 30万円、同年８月は 38万円に訂正

することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年１月21日から23年９月１日まで 

 Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 11年１月21日から22年11月１日までの期間

  



については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年 11月１日から 23年９月１日までの期間については、本件申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を

適用する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間のうち、平成 12 年８月から 13 年９月まで、14 年５月から

同年 10 月まで、15 年９月から同年 12 月まで及び 16 年２月から 19 年８月までの標

準報酬月額については、申立人から提出された給与明細票及び銀行の総合口座通帳に

おいて確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額から、12 年８月は 36 万円、同

年９月から 13 年１月までは 38 万円、同年２月及び同年３月は 36 万円、同年４月か

ら同年８月までは 38 万円、同年９月は 32 万円、14 年５月から同年 10 月までは 28

万円、15 年９月から同年 12 月まで及び 16 年２月から 19 年７月までは 30 万円、同

年８月は38万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は

当該給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、平成 11年１月から12年７月までについて、上記通帳にお

いて確認できる振込額から推認できる報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と

比較して一概に高いとはいえず、このほか、当該期間における保険料控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   また、申立期間のうち、平成 13年 10月から 14年４月まで、同年 11月から 15年

８月まで、16年１月及び 19年９月から 22年 10月までについて、上記給与明細票に

おいて確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記

録の標準報酬月額と一致又は低いことが確認できることから、特例法に基づく記録訂

正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 ３ 申立期間のうち、平成 22 年 11 月から 23 年８月までの期間について、上記給与明

細票によると、当該期間の標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 22 年４月から

 

 

、

 

 、

 

 

  



23 年７月までの期間において、申立人は、その主張する報酬月額が事業主により支

払われていないことから、標準報酬月額に係る記録の訂正を行う必要は認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24416 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 43 年 11

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年10月31日から同年11月１日まで 

「年金事務所からのお知らせ」により、Ａ社からＢ社に異動した際の年金記録に空

白期間があることが分かったが、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主及び同社の元従業員の回答並びに元従業員が保有する申立期間に係る

給与明細書から判断すると、申立人は、同社及びその関連会社であるＢ社に継続して勤

務し（Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ａ社の元事業主は、同社からＢ社への異動

は１日付けであったと思われると回答している上、申立人と同時期にＡ社からＢ社に異

動したと認められる従業員３人に係る雇用保険の記録によると、いずれもＡ社における

離職日は昭和 43年10月31日、Ｂ社における資格取得日は同年11月１日とされている

ことから、同年 11月１日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和43年10月の

定時決定に係る事業所別被保険者名簿の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、元事

業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 43年11月１日と届け出たにもか

  



かわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10月31日と誤って記録することは考

え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24417 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、41 万円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月１日から20年９月１日まで 

  Ａ会に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際の

報酬額に見合う標準報酬月額と相違しているので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ会から提出された申立人に係る

源泉徴収簿において確認又は推認できる保険料控除額及び報酬月額から、41 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについて不明としており、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24418 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成４年６月 30日から５年５月10日までの期間について、申立人

のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年５月 10 日であると認めら

れることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、平成４年６月から５年１月までは 30 万

円、同年２月から同年４月までは 22万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年６月30日から５年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社に継続して勤務し、報酬額も変わらなかったので、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間において、Ａ社に継続して勤務して

いたことが確認できる。 

一方、申立期間のうち、平成４年６月 30日から５年５月10日までの期間について、

オンライン記録によると、申立人のＡ社における資格喪失日は、同社が厚生年金保険の

適用事業所でなくなった同年３月 31 日より後の同年５月 10 日付けで、４年 10 月の定

時決定及び５年２月の随時改定の記録が取り消され、４年６月 30 日と記録されている

ことが確認できる上、申立人以外の従業員 32 人についても、申立人と同様に遡って資

格喪失処理が行われていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、同社は、当該期間におい

て法人事業所であったことが確認できることから、当該期間当時、厚生年金保険法の適

用事業所としての要件を満たしていたものと認められる。 

また、Ａ社の複数の従業員は、同社の経営状態は良くなかった旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人に係る上記

資格喪失処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認めら

れないことから、申立人のＡ社における資格喪失日を当該処理日である平成５年５月

  



10日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る上記資格喪失処理前のオン

ライン記録から、平成４年６月から５年１月までは 30 万円、同年２月から同年４月ま

では22万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成５年５月 10 日から同年６月１日までの期間について、

申立人は、当該期間における厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等を保有し

ていないところ、Ａ社の従業員から提出された同年５月分の給与明細書により、厚生年

金保険料を控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

次に、オンライン記録によると、申立期間のうち、平成５年２月から同年４月までの

標準報酬月額は、随時改定により 22 万円と記録されているところ、申立人は、申立期

間における報酬額は 30万円くらいで変わらなかった旨主張している。 

しかしながら、Ａ社の元事業主は所在が不明であり、同社の社会保険事務担当者は、

申立期間当時の資料を保管しておらず、申立人の報酬月額及び厚生年金保険料控除額に

ついて不明である旨回答していることから、申立人の主張する報酬月額及び厚生年金保

険料控除額について確認することができない。 

また、オンライン記録によると、平成５年２月に随時改定が行われた従業員は申立人

のみであることが確認できるところ、申立人は、申立期間のうち、同年２月から同年４

月までにおける報酬月額及び厚生年金保険料の控除を確認できる給料明細書等を保有し

ていない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24419 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 43 年 11

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年10月31日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務していた知人の紹介で同社に入社し、Ｂ業務に従事していたが、在職中

は勤務地に変更も無く継続して勤務していたはずなので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主及び同社の元従業員の回答並びに元従業員が保有する申立期間に係る

給与明細書から判断すると、申立人は、同社及びその関連会社であるＣ社に継続して勤

務し（Ａ社からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ａ社の元事業主は、同社からＣ社への異動

は１日付けであったと思われると回答している上、申立人と同時期にＡ社からＣ社に異

動したと認められる従業員３人に係る雇用保険の記録によると、いずれもＡ社における

離職日は昭和 43年10月31日、Ｃ社における資格取得日は同年11月１日とされている

ことから、同年 11月１日とすることが相当である。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43 年９月の

事業所別被保険者名簿の記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、元事

業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和43年11月１日と届け出たにもか

かわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10月31日と誤って記録することは考

え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社

 

  



会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24420 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 43 年 11

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年10月31日から同年11月１日まで 

Ａ社からＢ社に異動した際の申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。社名は変

更になったが、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主及び同社の元従業員の回答並びに元従業員が保有する申立期間に係る

給与明細書から判断すると、申立人は、同社及びその関連会社であるＢ社に継続して勤

務し（Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ａ社の元事業主は、同社からＢ社への異動

は１日付けであったと思われると回答している上、申立人と同時期にＡ社からＢ社に異

動したと認められる従業員３人に係る雇用保険の記録によると、いずれもＡ社における

離職日は昭和 43年10月31日、Ｂ社における資格取得日は同年11月１日とされている

ことから、同年 11月１日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43 年９月の

事業所別被保険者名簿の記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、元事

業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和43年11月１日と届け出たにもか

かわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10月31日と誤って記録することは考

え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社

  



会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24421 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 39 年 10

月23日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年10月23日から40年３月21日まで 

 年金事務所から、Ａ社における同僚の年金記録が訂正されたので、記録を確認する

ようにとの書類が届いた。自分は、同社及びＢ社に勤務していたが、勤務場所はＣ区

で変わることなく、申立期間も継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主及び複数の同僚の回答から判断すると、申立人は、申立てに係るグループ会社

に継続して勤務し（Ｂ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ｂ社は昭和 39 年 10 月 23 日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっているところ、Ａ社の元事業主は、申立期間における保険料

控除を認めていることから、同年 10月23日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40 年３月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主に確認することができず、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

  



いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24422 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 43 年 11

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年10月31日から同年11月１日まで 

Ａ社からＢ社に転籍した際の申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。社名は変

更になったが、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主及び同社の元従業員の回答並びに元従業員が保有する申立期間に係る

給与明細書から判断すると、申立人は、同社及びその関連会社であるＢ社に継続して勤

務し（Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ａ社の元事業主は、同社からＢ社への異動

は１日付けであったと思われると回答している上、申立人と同時期にＡ社からＢ社に異

動したと認められる従業員３人に係る雇用保険の記録によると、いずれもＡ社における

離職日は昭和 43年10月31日、Ｂ社における資格取得日は同年11月１日とされている

ことから、同年 11月１日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和43年10月の

定時決定に係る事業所別被保険者名簿の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、元事

業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 43年11月１日と届け出たにもか

かわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10月31日と誤って記録することは考

え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社

  



会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24423 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成６年３月１日から８年 10 月１日までの期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったこと

が認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、６年３月から同年９月

までは47万円、同年 10月から８年９月までは50万円に訂正することが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成８年 10月１日から10年３月１日までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、８

年 10 月から９年２月までは 50 万円、同年３月から同年８月までは 44 万円、同年９月

は 50万円、同年 10月及び同年 11月は 44万円、同年 12月から 10年２月までは 32万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年３月１日から10年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際の

報酬額より著しく低くなっている。給与明細書を提出するので、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成６年３月から８年９月までについて、オンライン記録による

と、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、６年３月から同年９月までは 47

万円、同年 10 月から８年２月までは 50 万円と記録されていたところ、同年３月 29

日付けで、遡って９万 2,000円に減額訂正されている上、申立人以外の４人の従業員

に係る標準報酬月額についても、申立人と同様に減額訂正されていることが確認でき

る。 

これについて、当該期間当時のＡ社の代表取締役は、「経営は苦しく滞納があり、

  



管理職を対象に給与を減額するよう社会保険事務所の指導を受け、経理担当が処理し

た。」と回答しており、経理担当取締役は、「平成７年頃から経営が苦しくなった。

当該期間当時、滞納があったと思う。減額訂正の手続は、事業主の指示に基づき自分

が行った。」と回答している。 

なお、申立人から提出された支払明細書により、当該期間の報酬月額は、上記減額

訂正前の標準報酬月額より高いことが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本により、申立人は、当該期間において取締

役であったことが確認できるものの、上記代表取締役は、「申立人は制作部門担当で

あり、社会保険の届出事務について権限を有していなかった。」と回答していること

から、申立人は、上記減額訂正処理に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、平成８年３月 29 日付けで行われた上記遡及訂正処

理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該処理に合理的な理

由は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、当該処理の結果とし

て記録されている申立人の６年３月から８年９月までの標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た、６年３月から同年９月までは47万円、同年10月から

８年９月までは 50万円に訂正することが必要である。 

なお、上記遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成８年 10 月１日）

で９万2,000円と記録されているところ、当該処理については遡及訂正処理との直接

的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であった

とは言えない。 

２ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成８年 10月から10年２月までの標準報酬月額に

ついては、上記支払明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額から、８年

10 月から９年２月までは 50 万円、同年３月から同年８月までは 44 万円、同年９月

は 50万円、同年 10月及び同年 11月は 44万円、同年 12月から 10年２月までは 32

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、上記支払明細書において確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致し

ていないことから、事業主は、当該支払明細書において確認できる報酬月額又は保険

料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標

準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 一方、申立期間のうち、平成 10 年３月から同年７月までについて、上記支払明細

  



書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準

報酬月額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 10 年８月について、申立人は、支払明細書等の資料を保有

していないことから、申立人の主張する報酬月額及び保険料控除額について確認する

ことができない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24427 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 21年６月16日及び同年12月10日に係る標準賞与額については、厚生

年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならな

い記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申

立期間の標準賞与額に係る記録を、同年６月 25日は35万9,000円、同年12月10日は

39万9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 21年６月25日 

           ② 平成21年12月10日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。同社と合併したＢ社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料

は時効により納付することができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないの

で、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された勤怠支給控除一覧表により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

と認められる。 

なお、申立期間①に係る賞与支払年月日について、Ｂ社は平成21年６月16日として、

25 年３月６日付けで事後訂正の届出を行っているが、Ｃ社から提出された申立人に係

る普通預金元帳により、21 年６月 25 日に賞与が支払われたことが確認できることから、

同日とすることが相当である。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

  



賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記勤怠支給控除一覧表において確

認できる賞与額又は保険料控除額から、平成 21年６月 25日は 35万 9,000円、同年 12

月10日は39万9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、当該賞

与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行して

いないと認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24428 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和48年４月 10日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万2,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年３月21日から同年４月10日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社からＣ社に異動したが、継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と同様に、申立期間においてＡ社からＣ社に異動したとする複数の同僚の供述

から判断すると、申立人は、申立期間当時、Ａ社及びＣ社に継続して勤務していたこと

が認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

48 年４月 10 日とされているが、Ａ社の当時の経理責任者は、同社からＣ社に異動した

従業員について、同社が厚生年金保険の適用事業所となるまではＡ社において社会保険

料を控除していた旨回答していることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を同社の事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 48 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、７万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

及びＣ社は、申立期間当時の資料等が無いため不明としており、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

  



どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24429 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和48年４月 10日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万8,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年３月21日から同年４月10日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社からＣ社に異動したが、継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と同様に、申立期間においてＡ社からＣ社に異動したとする複数の同僚の供述

から判断すると、申立人は、申立期間当時、Ａ社及びＣ社に継続して勤務していたこと

が認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

48 年４月 10 日とされているが、Ａ社の当時の経理責任者は、同社からＣ社に異動した

従業員について、同社が厚生年金保険の適用事業所となるまではＡ社において社会保険

料を控除していた旨回答していることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を同社の事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 48 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

及びＣ社は、申立期間当時の資料等が無いため不明としており、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

  



どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 20 年７月 25 日は 25

万円、同年12月16日は33万円、22年７月25日は40万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 20年７月25日 

② 平成 20年12月16日 

③ 平成22年７月25日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。申立期間についても賞与が支給され、厚生年金保険料を控除されていたので、

標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の破産管財人が保有している賃金台帳（賞与）により、申立人は、申立期間に同

社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳において確認できる賞与額及

び厚生年金保険料控除額から、平成 20年７月25日は25万円、同年12月16日は33万

円、22年７月 25日は40万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）又は年金事務所に行っておら

ず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これ

を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24433 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を昭和

39年２月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和39年２月21日から同年３月21日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。本社

からＢ工場に転勤したが、同一企業なのに記録が途切れるのはおかしいので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行っ

たものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社の回答書から判断すると、申立人は、同社に継続して勤

務し（昭和39年２月 21日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｂ工場の厚生年金保険

被保険者資格取得届確認通知書及び申立人の同社同工場における昭和 39 年３月の社会

保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

資格取得届確認通知書により、Ａ社Ｂ工場は、申立人に係る資格取得日を昭和 39 年３

月 21 日として届出を行っていることが確認でき、事業主も誤って資格取得日を１か月

遅れて届け出たことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る同年２月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24434 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 36 年 11

月17日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年11月17日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においてＢ事業所から本社への異動はあったが、継続して勤務しており、厚生年

金保険料も給与から控除されていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行っ

たものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社の社内報（昭和 37 年１月号）における異動記事及び事業

主の回答から判断すると、申立人は、申立期間において同社に継続して勤務し（昭和

36 年 11 月 17 日に同社Ｂ事業所から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和36年12月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立期間当時、申立人に係る資格取得の届出を誤ったことを認めていることから、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 36年11月の保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

  



関東東京厚生年金 事案24435 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和44年10月９日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万8,000円とするこ

とが必要である。 

  なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年８月17日から同年10月９日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においてＣ支店から本店への異動はあったが、継続して勤務していたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事記録及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は、申

立期間においてＡ社に継続して勤務し（昭和 44年10月９日に同社Ｃ支店から同社本店

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 44 年

７月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについて不明としており、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案24436 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和 43 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年５月31日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務

し（昭和 43 年６月１日に同社Ｃ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立人に係る資格喪失の届出に過誤があったとしていることから、昭和 43 年５月

31 日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を

昭和 35年 12月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年12月20日から36年１月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことが

分かった。申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社における申立期間当時の同僚が保有している給料支払明細

書及び同社の関連会社であるＣ社において申立期間当時に社会保険事務を担当していた

者の供述から判断すると、申立人は、同社及びＡ社に継続して勤務し（昭和35年12月

20 日にＣ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 36 年１月の

社会保険事務所（当時）の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和36年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万2,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年８月31日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には継続して勤務しており、給与から厚生年金保険料を控除されていたので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している同僚は、申立人とはＡ社に同時期に入社し、同社が移転した際

も一緒に異動しており、申立人は申立期間においても同社に勤務していた旨供述してい

る。 

また、Ｂ社は、申立期間当時は会社が移転した時期であり、従業員全員に係る申立期

間における被保険者記録が無いとすれば、当時の担当者が適用事業所でなくなった日を

誤って届け出たためと考えられ、申立人は、他の従業員と一緒にＡ社に継続して勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料も控除していた旨回答している。 

さらに、申立期間当時の複数の従業員は、本社及び工場の移転に伴い、60人くらいの

従業員が異動したが、継続して勤務しており、給与から厚生年金保険料を控除されてい

ない月は無かったとしている。 

なお、上記複数の従業員は、申立期間当時、Ａ社ではプラスチック製品の製造に従事

しており、60人くらい働いていたとしていることから、同社は、申立期間においても当

時の厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたものと判断される。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚

  



生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和36年８月の随

時改定に係る事業所別被保険者名簿の記録から、１万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、適用事業所でなくなった日を誤って届け出たと考えられるとしていることから、社

会保険事務所（当時）は、申立人に係る昭和 36 年８月の保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15 年 12 月 10 日は

150万円、18年６月８日は 139万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成 18 年６月の賞与支給明細書、Ａ社から提出された 15 年

12 月及び 18 年６月の賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細書及び賞与一覧表におい

て確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 10 日は 150 万円、18 年６月８日は

139万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京国民年金 事案13750 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47年８月から 49年８月までの期間及び50年６月から54年３月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 47年８月から49年８月まで 

          ② 昭和 50年６月から54年３月まで 

私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

くれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号番号の任意加入被保険者

に係る資格取得日から昭和 55 年５月頃に払い出されたと推認でき、同年同月時点で、

申立期間の国民年金保険料は過年度納付及び特例納付することが可能であったものの、

申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の

父親から聴取することができない上、申立人は、加入手続及び申立期間の保険料納付に

関与していないとしていることから、申立期間における加入手続及び保険料納付の状況

は不明である。 

そのほか、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13751 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年 12 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年12月から51年３月まで 

私は、学生だった 20歳の時から昭和48年４月に結婚するまでの私の国民年金保険

料を母が欠かさず納付していたと母から何度か聞いたことがある。結婚後は、妻が私

の保険料を納付するようになった。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳の時から昭和 48 年４月に結婚するまではその母親が、結婚した後は

その妻が申立人の国民年金保険料を納付していたとしているが、申立人の国民年金手帳

記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出年月日から、結婚後の 52 年２月に払

い出されていることが確認でき、同年同月時点で申立期間のうち 43 年 12 月から 49 年

12月までの保険料は時効により納付することができず、50年１月から51年３月までの

保険料は遡って納付することが可能であったものの、妻は申立人の保険料を遡って納付

した覚えはないとしている。 

また、母親から聴取することは困難である上、申立人は、国民年金の加入手続及び申

立期間に係る保険料納付に関与していないとしていることから、加入手続及び申立人が

結婚するまでの保険料納付の状況は不明である。 

さらに、申立人は、母親から現在所持する年金手帳とは別の年金手帳を受け取ったか

どうかは定かでないとしているなど、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人の母親及び妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13752 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年４月から 61 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年４月から61年12月まで 

私は、30 歳になった昭和 53 年頃に市役所から国民年金の加入案内のはがきを受け

取り、そのはがきには「強制加入」と書かれていたので、国民年金の加入手続を行っ

た。国民年金保険料については、主に夫が夫婦二人分を一緒に納付してくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年頃に国民年金の加入手続を行ったとしているが、申立人の国民

年金手帳記号番号は、オンライン記録及び申立人が居住していたＡ市が管理する電磁的

記録により、平成元年１月に払い出されていることが確認でき、同年同月時点で申立期

間の大部分の保険料は時効により納付することができない上、申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13753 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年２月から 48年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年２月から48年３月まで 

私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

くれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出年月日から昭

和 49 年６月に払い出されていることが確認でき、同年同月時点で申立期間の国民年金

保険料は過年度納付及び特例納付することが可能であったものの、申立人の国民年金の

加入手続を行い、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の父親から聴取できな

い上、申立人は、加入手続及び申立期間の保険料納付に関与していないとしていること

から、申立期間における加入手続及び保険料納付の状況は不明であり、申立人に対して

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13754（事案11683の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年９月から 47年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年９月から47年３月まで 

私は、昭和 44 年９月に退職し、同月に国民年金の加入手続を行い、既に国民年金

に加入していた母及び兄と私の国民年金保険料を集金人に納付してきた。前回の申立

てでは、納付記録の訂正は認められなかったが、今回、申立期間の保険料が納付され

ていたことを示す新たな資料として、私の両親が使っていた２冊の手帳及び友人３人

の証言書を提出するので、申立期間の保険料を納付済みに訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 47 年 12

月20日に兄妹連番で払い出されており、当該払出時点では申立期間のうち45年９月以

前は時効により国民年金保険料を納付することができない期間であり、申立人は申立期

間の保険料を遡って納付したことはないと説明していること、申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことなどを理由として、

既に年金記録確認Ａ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成23年８月10日付

けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな資料として、申立人の両親が使用していた２冊の手帳及び申

立人の友人３人の証言書を提出しているが、年金記録確認Ａ地方第三者委員会の当初の

判断を覆すまでの記載は見当たらず、その他に同委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13755（事案11682の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年３月から 47年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年３月から47年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、私の国民年金保険料は、当初は母が納

付し、妹が国民年金に加入してからは妹が納付してくれていたはずである。前回の申

立てでは、納付記録の訂正は認められなかったが、今回、申立期間の保険料が納付さ

れていたことを示す新たな資料として、私の両親が使っていた２冊の手帳及び友人３

人の証言書を提出するので、申立期間の保険料を納付済みに訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 47 年 12

月 20日に兄妹連番で払い出されており、この払出時点では申立期間のうち 45年９月以

前は時効により国民年金保険料を納付することができない期間であるほか、44 年９月

以降の申立人の保険料を納付していたとする申立人の妹は、申立期間の保険料を遡って

納付したことはないと説明していること、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる事情も見当たらないことなどを理由として、既に年金記録確認

Ａ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成 23年８月 10日付けで年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな資料として、申立人の両親が使用していた２冊の手帳及び申

立人の友人３人の証言書を提出しているが、年金記録確認Ａ地方第三者委員会の当初の

判断を覆すまでの記載は見当たらず、その他に同委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 

 

  



関東東京国民年金 事案13756 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年４月から同年６月まで 

私は、婚姻後の昭和 49 年７月に国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納付し

てきた。申立期間についても保険料を納付しており、Ａ社（当時）の領収印が押され

た領収書を所持している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52年６月 25日付けのＡ社の領収印が押された申立期間に係る国民年

金保険料の領収書の写しを提出しているところ、申立人が申立期間当時に居住していた

Ｂ市は、同市において納付書による国民年金保険料の納付は市内の金融機関に限られて

いたので、Ａ社での国民年金保険料の収納の取扱いはなかったと回答していることから、

当該領収書の写しを申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す資料とし

て認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料をＡ社以外の場所で別に納付したこ

とはないと述べている。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24424 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年６月10日から59年９月30日まで 

Ａ社に入社して、Ｂ社に派遣されて勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。当時の募集広告には、「社保完備」と記載されており、自身も厚生年金保

険に加入していたと思うので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元従業員及び派遣先であるＢ社において申立人の上長であったとする者

の回答並びに申立人から提出されたＡ社との雇傭契約書から判断すると、勤務期間は特

定できないものの、申立人が申立期間に同社に勤務していたことはうかがえる。 

一方、上記雇傭契約書には、申立人がＡ社と臨時雇用契約を締結したことが記載され

ており、また、同社の元従業員から提出された給料決定通知書には、「正社員」、「パ

ート」及び「準社員」の記載がされているところ、Ａ社の元事業主は、「同社では、社

会保険に加入することを嫌がる従業員がいたことから、社会保険に加入しない雇用形態

を設けており、採用面接の際に雇用形態を取り決め、双方合意の上で契約書を取り交わ

していた。給料決定通知書に記載されている「準社員」は、臨時雇用契約に基づいた身

分で社会保険には未加入であり、申立人が保管する雇傭契約書に、臨時雇用契約を締結

するとの記載があるならば、申立人は、厚生年金保険に未加入であったはずである。ま

た、当時の資料が残っていないため、申立人の雇用形態については不明であるが、一般

的に社会保険未加入者の給与から保険料を控除することはなかったはずである。」と供

述している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人が氏名を記憶している女性

の同僚３人のうち１人は、氏名を確認することができない。 

さらに、申立人は、申立期間当時に歯科医院に通った記憶があるとしているところ、

  



当該歯科医院は、「カルテは５年保存で申立人に係る資料は残っていない。」と供述し

ていることから、申立人の健康保険証がＡ社における被保険者として発行されたもので

あるか確認することができない。 

加えて、上記被保険者名簿によると、昭和 56年から59年までの被保険者資格取得者

の健康保険証番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24425（事案1793の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡）  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年12月１日から26年10月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無いことから第

三者委員会に申し立てたところ、同委員会から、記録の訂正は認められないと通知が

あった。 

しかし、申立人の採用通知書が見付かったので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。  

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ｂ社が保管するＡ社の社員名簿に申立人の記載が

無いこと、同社において申立期間当時に厚生年金保険に加入している複数の従業員に照

会したが、申立人のことを記憶している者がいないこと、及び申立人の妻が申立期間当

時の上司や同僚の氏名を記憶していないため、これらの者から申立人の勤務状況や厚生

年金保険の加入状況等を確認することができないことなどの理由から、既に年金記録確

認Ｃ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成 21年３月11日付けで年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 今回の再申立てに当たり、申立人の妻は、新たな資料として、申立人がＡ社に採用さ

れたとする昭和 22年12月１日付けの採用通知書を提出し、再度調査してほしいとして

いる。 

 このため、当委員会は、Ｂ社に当該採用通知書を提示し申立人の勤務及び保険料控除

について確認したところ、「申立期間当時の社員名簿に申立人の氏名を確認することが

できず、申立人の在職を確認することができない。」と回答していることから、申立人

がＡ社に採用されたことはうかがわれるものの、申立人の同社における勤務期間及び保

  

  

  



険料控除について確認することができない。 

  また、申立人の妻は、前回、申立人である夫はＡ社Ｄ支社に勤務していたとしていた

が、今回、同社本社に勤務していたと供述していることから、同社本社及び同社Ｄ支社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間当時に被保険者記録があ

り、連絡先が判明した複数の従業員に照会を行ったが、申立人を記憶している者はおら

ず、申立人の同社における勤務期間及び厚生年金保険の取扱いについて確認することが

できない。   

以上のことから、今回、申立人から提出された上記資料については、年金記録確認Ｃ

地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情に当たらず、このほかに当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険の被保険

者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案24426 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和21年８月２日から26年５月１日まで 

Ａ社及びＢ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。現

在両社の人事記録を管理するＣ社から入手した「経歴書」を提出するので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された「経歴書」によると、申立人は、申立期間のうち、昭和 21 年

８月２日から 25年９月 22日まではＡ社、同年９月23日から26年５月１日まではＢ社

に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 26年10月１日であり、上記経歴書における申立人が

同社に勤務していた期間は、同社が厚生年金保険の適用事業所となっていない期間であ

る。 

また、Ｃ社に、厚生年金保険の適用を受けていない事業所への転勤及び転籍の際の取

扱いについて照会したが、申立期間に係る資料が残っておらず不明であると回答してい

る。 

さらに、上記被保険者名簿により、Ａ社の厚生年金保険新規適用日（昭和26年10月

１日）に被保険者資格を取得したことが確認でき、照会に対して回答のあった８人のう

ちの４人は、昭和26年10月前から同社に勤務していたとしているが、給与明細書等の

資料を保有しておらず、同社が厚生年金保険の適用事業所になる前の期間における保険

料控除について確認することができない。 

一方、上記経歴書によると、申立人は、昭和 25年９月23日付けでＢ社に常務取締役

として異動していることが確認できるところ、Ｃ社は、申立期間に係る資料が残ってお

らず、Ｂ社において、申立人が厚生年金保険に未加入であった期間がある事情等につい

  



ては不明である、しかし、年に数回、内部による会計監査及び公認会計士による厳格な

監査を行っており、申立人に係る保険料を含んだ納入告知書が発行されていないにもか

かわらず、申立人の給与から保険料を控除すれば、監査において指摘を受けていたはず

であることから、申立人の給与からの保険料控除は考え難い旨回答している。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、事業主として申立人及び

申立人の前任者の氏名が記載されているが、同被保険者名簿には、前任者の氏名は被保

険者として確認することができない。 

さらに、Ｂ社に係る上記被保険者名簿により、申立人の同社における資格取得日（昭

和 26 年５月１日）以前に被保険者資格を取得した者の一人は、申立人は常務取締役と

して給与計算にも従事し、内勤者が計算書を処理した後、申立人から給与袋を受け取っ

たと回答しており、また、二人の従業員は、申立人は取締役として業務全般の管理業務

に従事していたと回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24430（事案10188、18533及び23658の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年４月１日から同年７月31日まで 

Ａ市役所又はＢ県Ｃ局に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第

三者委員会に申し立てたところ、委員会の当初の決定を変更すべき事情は見当たらな

いとして記録の訂正はできないとの通知があった。 

しかしながら、第三者委員会の自分の求めたことに対する調査は全てにおいて不十

分で納得がいかない。申立期間当時、臨時職員としてＢ県に束縛された以上は人権に

問題があるので、これについても検討し、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ市役所の人事担当者の供述から、申立人が昭和

33 年６月２日から同年７月 28 日まで第一種臨時職員（２か月の期間に限り雇用される

臨時職員）として雇用されたことが確認できるが、同市役所は、申立期間は厚生年金保

険の適用事業所ではないことから、申立人の厚生年金保険料控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないなどの理由により、既に年金記録確認Ｄ地方第三者

委員会（当時）の決定に基づき平成 22年６月23日付けで年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

その後、申立人は、「再申立ての新たな資料は無いが、判断に納得できない。申立期

間においてはＡ市役所又はＢ県Ｃ局に勤務し、厚生年金保険料は現金で渡していたはず

なので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。」旨主張しているところ、Ｂ県

Ｃ局から提出のあった申立人に係る履歴書において、申立人はＡ市役所に土木臨時職員

として昭和33年４月１日から同年７月 28日まで勤務していた旨の記載が確認できるが、

申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できないこと、また、Ｂ県Ｃ局人事

課は、「申立期間に、申立人が当局に勤務していたことは無い。」旨供述しており、申

立人の同局における申立期間の勤務は確認できない上、厚生年金保険料が事業主により

控除されていたとする事情は見当たらないことから、平成23年７月13日付けで年金記

  



録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は、「Ｂ県は自分の履歴書を退職後に変更しており、第三者委員

会はこれについて追求していない。また、申立期間当時の臨時職員の定義が明文化され

ていない。さらに、第三者委員会はＡ市役所の代表者と打合せ会議を行う必要があるに

もかかわらず行っていないなど、第三者委員会の調査は不十分で、判断に納得がいかな

い。加えて、申立期間当時、臨時職員としてＢ県に束縛された以上は人権の問題があり、

新たな資料や情報は無いが、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。」旨主張し

ているが、これまでの審議のとおり、Ａ市役所については、申立期間において、厚生年

金保険の適用事業所ではなく、厚生年金保険料が控除された事情は見当たらないこと、

また、Ｂ県Ｃ局については、申立人は、申立期間において、同局で勤務していないこと

が確認できることから、平成 24 年９月５日付けで年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

今回の申立てに当たり、申立人は、第三者委員会の自分の求めたことに対する調査は

全てにおいて不十分で納得がいかず、申立期間当時、臨時職員としてＢ県に束縛された

以上は人権に問題があるので、これについても検討し、厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい旨主張しているが、申立人の主張は、年金記録確認Ｄ地方第三者委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、このほかに同委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険の被保険

者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案 24431（事案 3707、12215、20878、23481、23886 及び 24163 の再

申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年７月１日から33年６月21日まで 

  Ａ社（後にＢ社、さらにＣ社に変更。現在は、Ｄ社）に勤務した期間のうち、申立

期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者委員会に対して６度申し立てたが、

年金記録の訂正は必要でないとの通知を受けた。今回、新たな資料は無いが、申立人

の立場に立ち、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ｂ社の元従業員の供述により、申立人が同社に勤

務していたことはうかがえるが、当時の同社の事業主から、申立人の勤務実態及び保険

料控除について確認できないこと、同社の元従業員は、申立期間当時、申立人は請負業

者の一員として勤務しており、請負業者の従業員は同社において厚生年金保険に加入し

ていなかったために、同社に働きかけて、昭和 33年６月21日に多数の請負業者の従業

員が厚生年金保険に加入した旨供述していること、オンライン記録により、申立人が記

憶している請負業者の元同僚１名も、申立人と同日の同年６月 21 日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得していることが確認できること等から、年金記録確認Ｅ地方第三者

委員会（当時）の決定に基づき平成 21 年９月９日付けで年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

その後、申立人は新たな情報として、同僚の氏名を思い出したので再度調査してほし

いと再申立てを行ったが、オンライン記録及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によると、当該同僚を含む 28 名が申立人と同日の昭和 33 年６月 21 日に厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できること、申立人から提出のあった

Ｃ社の経歴書からは、Ａ社がＢ社に社名を変更した 30 年３月に申立人が同社の従業員

になったことを確認できず、また、申立期間における厚生年金保険料の控除も確認でき

  



ないこと等から、平成 22年10月６日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

これに対し、申立人は、新たに昭和 36年から38年までの間に撮影されたとする当時

の事業主を含む従業員の写真を提出し、当該写真及び自身の記憶から、事業主を含む従

業員の人数は 64 名であったはずで、上記被保険者名簿における自身の健康保険整理番

号が＊番であることが不自然である旨主張した。 

しかしながら、上記被保険者名簿によると、申立人と同じく昭和33年６月21日に資

格取得している 28 名を含め、同日において、Ｂ社には 108 名の被保険者がいたことが

確認でき、申立人の主張する人数とは異なる上、上記被保険者名簿に取消しや遡及訂正

等の不自然な記載は見当たらない。 

また、上記写真のほかに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認で

きる資料は無いことから、平成 23 年 10 月 13 日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

さらに、申立人は、新しい資料及び情報は無いが、第三者委員会の結論に納得できな

い、国の責任として申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしいと主張して

いるが、Ｄ社の人事担当者は、会社が合併を重ねてきた経緯もあり、当時の資料が一切

無く、経緯を分かる者もいないとしており、同社から申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができないこと、また、Ｂ社の元従業員３名はそれぞ

れ、申立人は請負業者の従業員であり、請負業者の従業員は昭和 33 年６月より前には

保険料は引かれておらず、また、同社において請負業者の従業員とその他の従業員とで

は就業時間が相違し支障を来したため、同年６月頃に同社内に労働組合を結成し一本化

したときに、請負業者の従業員が社会保険に加入していないことに気付き、その大部分

の従業員を社会保険に加入させるように働きかけたなどと供述していることから、平成

24年７月25日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

加えて、申立人は、Ａ社及びＢ社において、正社員として勤務しており、自身の厚生

年金保険の加入記録が無いのは、社会保険事務所（当時）が記録を改ざんしたものであ

るから、新たな資料は無いが、申立期間を被保険者期間として認めてほしいと主張して

いるが、Ｄ社の再度の調査により、同社から申立人に係る労働組合加入届（以下「加入

届」という。）が提出されたところ、加入届には、申立人の入社日は昭和 33 年５月 21

日と記録されており、申立人の厚生年金保険の被保険者資格取得日（昭和 33 年６月 21

日）とは１か月間の相違があるが、このことについて、同社は、定着性を見るため入社

後一定期間経過した後、雇用保険を含む社会保険の加入手続を行っていたのではないか

と推測できると回答している上、申立人の雇用保険の資格取得日は、厚生年金保険の資

格取得日と同日である同年６月 21 日となっており、雇用保険の加入記録を確認できた

２名の従業員の資格取得日も同日となっていることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿において昭和 33年６月21日に被保険者資格を取得したこと

が確認できる 28 名について、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿においても資格取

得日は同日と記録されており、当該被保険者名簿及び払出簿には記録が訂正されている

  



など不自然な点は見当たらないことから、平成 24 年 11 月 28 日付けで年金記録の訂正

は必要でないとする通知が行われている。 

その後、申立人は、新たな資料及び情報は無いが、第三者委員会は、申立人の立場に

立った決定をすればよい旨主張しているが、年金記録確認Ｅ地方第三者委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、平成25年３月21日付けで年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人から新たな資料及び情報の提供は無く、第三者委員会は、申立人の立場

に立った決定をすればよい旨主張しているが、年金記録確認Ｅ地方第三者委員会の当初

の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険

者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から⑤までについて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和49年２月１日から53年４月20日まで 

② 昭和58年11月１日から60年４月１日まで 

③ 昭和60年４月１日から61年５月１日まで 

④ 昭和62年１月１日から63年10月１日まで 

⑤ 平成８年２月１日から同年11月１日まで 

Ａ職として、Ｂ社に勤務した申立期間①、Ｃ社に勤務した申立期間②から④まで及

びＤ社に勤務した申立期間⑤に係る標準報酬月額が、当時受け取っていた給与額より

低く記録されている。当時の給与額を確認できる資料は保有していないが、調査して

当該期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社Ｅ支社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保

険失業保険被保険者台帳に記録されている当該期間における標準報酬月額及び厚生年

金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額及び当該標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料と一致していることが確認できる。 

  また、Ｂ社Ｅ支社に係る申立人の厚生年金保険被保険者原票の標準報酬月額の記載

内容に不備は無く、標準報酬月額の遡及訂正等の不自然な処理が行われた形跡も見当

たらない。 

２ 申立期間②について、Ｃ社Ｆ支社の業務を継承するＧ社は、「当時の賃金台帳等の

資料は保管されていないため、申立人の当該期間の報酬月額及び保険料控除額につい

て確認することはできないが、Ａ職に係る厚生年金保険被保険者資格等の各種届出に

伴う報酬月額は、基本給に販売手数料を加えた総支給額を届けており、また、保険料

控除は届け出た報酬月額に基づいた額を控除していた。」旨回答している。 

  



  また、Ｃ社Ｆ支社において、申立人が厚生年金保険被保険者資格を取得した昭和58

年11月１日の前後に同支社で資格を取得した女性従業員36人の申立期間②における標

準報酬月額を申立人の同期間の標準報酬月額と比較したところ、申立人の標準報酬月

額が特に低い額であったとする状況はうかがえない。 

さらに、申立期間②当時の同僚は、「国に記録されている標準報酬月額は、自分の

給与額に見合ったものとなっている。」旨供述しているほか、Ｃ社Ｆ支社に係る申立

人の厚生年金保険被保険者原票の標準報酬月額の記載内容に不備は無く、標準報酬月

額の遡及訂正等の不自然な処理が行われた形跡も見当たらない。 

３ 申立期間③について、Ｇ社から提出されたＣ社Ｈ支社における申立人に係る営業職

員業績・給与管理表（昭和61年５月度）では、昭和60年６月から61年５月までの給与

総支給額及びその内訳金額の記録を確認することができるものの、厚生年金保険料に

ついては記録されておらず、申立人の当該期間における保険料控除額を確認すること

はできない。 

  また、Ｃ社Ｈ支社に係る申立人の厚生年金保険被保険者原票の標準報酬月額の記載

内容に不備は無く、標準報酬月額の遡及訂正等の不自然な処理が行われた形跡も見当

たらない。 

４ 申立期間④について、Ｇ社から提出されたＣ社における申立人に係る営業職員業

績・給与管理表（昭和63年10月度）では、昭和62年11月から63年10月までの給与総支

給額及びその内訳金額の記録を確認することができるものの、厚生年金保険料につい

ては記録されておらず、申立人の当該期間における保険料控除額を確認することはで

きない。 

また、Ｇ社から提出されたＣ社に係る厚生年金保険被保険者台帳には、申立人を含

む15人の厚生年金保険被保険者が記録されており、当該被保険者台帳の標準報酬月額

欄に記録されているそれぞれの標準報酬月額は、オンライン記録におけるそれぞれの

資格取得時の標準報酬月額と一致している。 

  さらに、オンライン記録における申立人の標準報酬月額の記載内容に不備は無く、

標準報酬月額の遡及訂正等の不自然な処理が行われた形跡も見当たらない。 

５ 申立期間⑤について、Ｄ社から提出された申立人の当該期間に係る賃金台帳におい

て確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準

報酬月額と一致していることが確認できる上、同社から提出された申立人に係る健康

保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書、厚生年金保険被

保険者標準報酬月額改定通知書及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知

書において確認できるそれぞれの標準報酬月額とも一致していることから、事業主が

オンライン記録どおりの届出を行ったことが確認できる。 

また、オンライン記録における申立人の標準報酬月額について、記載内容に不備は

無く、標準報酬月額の遡及訂正等の不自然な処理が行われた形跡も見当たらない。 

６ このほか、申立期間①から⑤までにおいて、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料が控除されたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

  



い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年４月１日から47年11月21日まで 

年金記録の確認をしたところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ること

を知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、申立期

間の脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱

退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間の

脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 48年１月 16日に支給決定されているなど、当

該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社に係る上記被保険者名簿に記載されている女性で、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 47 年 11 月 21 日の前後各２年以内に

資格喪失し、同社における資格喪失日から約３か月以内に脱退手当金の支給決定がなさ

れている者のうち、連絡の取れた２名は、「会社が脱退手当金の請求手続を行ってくれ

た。」旨供述していることを踏まえると、同社では脱退手当金の代理請求を行っており、

申立人の脱退手当金についても、同社が代理請求をした可能性が考えられる。 

さらに、申立人の厚生年金保険の被保険者記号番号は、申立期間の後に加入した７回

の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期間の被保険者期間

は別の番号となっており、脱退手当金を受給したために記号番号が異なっているものと

考えるのが自然である。 

加えて、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年２月１日から31年３月27日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間に勤務したＡ病院において加入した厚生年金

保険について、脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、私には、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、

脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたことが記載されて

いるとともに、Ａ病院に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には脱退

手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から７日後の昭和 31 年４月３日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、請求も受給もした記憶が無い

というほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年12月24日から31年８月１日まで 

申立期間は、印刷部品の製造会社で旋盤工として勤務していた。事業所名は、Ａ社

だったと記憶しているが、この期間の厚生年金保険の加入記録が無い。勤務したこと

は確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したと記憶しているＡ社の所在地を管轄する法務局に照会し

たが、当該名称及び類似する名称の事業所に係る商業登記の記録は無く、申立てに係る

事業所の存在を確認することができず、代表者を特定することもできない。 

また、Ａ社における同僚について、申立人が記憶している名字では、オンライン記録

から該当する者を特定することができず、照会することができない。 

さらに、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は、厚生年金保

険の適用事業所となった記録が確認できない上、類似する名称の事業所の記録は、申立

人が記憶する勤務地では確認できない。 

加えて、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳の記録とオンライン記録は一致して

おり、申立期間の厚生年金保険の記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

  




